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認可申請書類等の作成方法に係る
主な変更点１



①令和４年度大学設置基準等の改正

令和４年度大学設置基準等の主な改正点

 ３ポリシーに基づく教育課程の編成等や自己点検・評価、認証評価の結果を踏まえた不断の見直し
を行う旨、規定上明確化

 必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織の編制など、教員と事務職員等の関係を一体
的に規定

 従前の設置認可審査における専任教員の考え方等も踏まえながら「基幹教員」として定義を明確化
するとともに、必要最低教員数の算定においては、複数の大学・学部での算入も可能（４分の１ま
で）とすることなどを規定

 授業期間を10週又は15週を原則とするとの考え方を改め、大学の判断により多様な期間（８週、10
週、15週を例示）が設定できること等を明確化

 １単位に必要な授業時間数について、授業方法別に基準を定めた規定を廃止

 運動場・体育館等のスポーツ施設、講堂、寄宿舎・課外活動施設等の厚生補導施設について、必要
に応じ設ける施設として一般化

 教育研究上の機能として必要となる教室、研究室等は列記しつつ、大学は、その組織及び規模に応
じ、教育研究に支障のないよう、必要な施設を備えた校舎を有するものとすることを規定 等

○改正内容の詳細は以下URLを参照してください。【令和4年度大学設置基準等の改正について】
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/index_00001.htm



認可申請書類における主な追加・変更箇所

（１）基本計画書

学位の分野
・【教育課程の概要】の「学位又は学科の分

野」の記載との整合性に留意してください。

基幹教員
・各学科等に所属し、授業科目を担当する基幹

教員の人数を記載してください。

・a～dの各項目については、それぞれ教員名簿
における以下の教員区分に該当する教員の人
数を記載してください。

基（主専）、実基（主専）、実研基（主）a.

基（専）、実基（専）、実研基（専）b.

基（専他）、実基（専他）、実研基（専他）、
実み基（専他）c.

基（他）、実基（他） 、実研基（他）、
実み基（他）d.



認可申請書類における主な追加・変更箇所

（１）基本計画書

図書館職員

・専属の図書館職員は大学設置基準等に定める
必置職であるため御留意ください。

校地等
【校舎敷地】
・『校地面積』算入施設用地に該当する面積を

記入してください（運動場用地を含む）。

【その他】
・『校地面積』不算入施設用地に該当する面積

を記入してください。
※大学の設置等に係る提出書類の作成の手引

「『校地』に算入される大学用地の考え方」参照

スポーツ施設等

【スポーツ施設】
・運動場（グラウンド）は含めません。

【厚生補導施設】
・体育館や保健センター等の厚生補導業務に活

用する施設の面積を記入してください。



認可申請書類における主な追加・変更箇所

（２）教育課程等の概要及び授業科目の概要

主要授業科目

・教育課程上主要と認める授業科目に該当す
る場合は「○」を記入してください。

※主要授業科目に該当するかどうかは、基幹教員
の要件に関わるため、養成する人材像やディプ
ロマ・ポリシー等との関係や整合性も考慮した
上で設定してください。



認可申請書類における主な追加・変更箇所

（３）教員名簿

教員区分

教育課程の編成等の意思決定
に係る会議等への参画状況

・教育課程の編成その他の学
部の運営について責任を担
う教員として、直接的かつ
実質的に構成員として参画
する会議等の項目に「〇」
を記入してください。
※「その他」を選択した場合は、

具体的な会議名を記載すると
ともに、当該会議が教育課程
の編成や学生の入学、卒業及
び課程の修了、学位の授与等
についての審議を行う会議で
あることについて、「設置の
趣旨等を記載した書類」にお
いて説明してください。

基幹教員の
専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、主要授業科目を担当する者。主専 or 主

専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、年間８単位以上の授業科目を担当する者。専

専ら当該学部等の教育研究に従事する者以外であって、年間８単位以上の授業科目を担当する者。
（主として他学部等の教育研究に従事しているが、他学部等において基幹教員として算入せず、認可申請する学部等で年間８単位以上

の授業科目を担当する者を想定。）
専他

専ら当該学部等の教育研究に従事する者以外であって、年間８単位以上の授業科目を担当する者。
（当該大学等以外に専ら従事する者又は当該大学等内の複数の学部等で基幹教員として算入する者を想定）他

・基幹教員ごとに以下の（）内の区分を選択し、記入してください。

３／４以上

1／４以内



認可申請書類における主な追加・変更箇所

（４）審査対象教員一覧

【A～T列】

【判定欄：V～BR列】

調書番号や担当授業科目名等

※判定カードを審査対象教員一覧に一元化（V～BR列）。

・審査対象教員一覧及び判定欄が、教員名
簿の調書番号や教員区分、担当授業科目
名等と一致していることを必ず確認して
ください。

専攻分野等
・担当授業科目の専攻分野（専門委員会が異なる場

合も含む）が複数にわたる場合は、当該教員の主
要な「専攻分野」「専門委員会」欄のセルを水色
で塗りつぶしたうえで、当該セルにコメント機能
で「主要な専攻分野（又は専門委員会）」と記載
してください。

・大学院修士課程及び博士課程における研究指導科
目を、各教員の担当する科目の先頭に記載し、科
目名に下線を付した上で、セルの色を黄色に塗り
つぶしてください。



②大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の
基準（告示）の改正

【令和４年９月主な改正内容】

1. 平均入学定員超過率から収容定員充足率への審査基準の変更について

申請に係る大学に置く学部又は短期大学若しくは高等専門学校に置く学科において、一定の入学
定員の超過がある場合に新たな学部等の設置等を認可しない認可基準における規定について、「平
均入学定員超過率」から「収容定員充足率」に変更。
※成績管理の厳格化・明確化に取り組む大学等の学部等に限り、修業年限超過学生の数を収容定員

充足率の算定から控除。

2. 定員未充足に係る審査基準の新設について
※令和６年３月末申請分（令和７年度学部等設置）から適用

申請に係る大学に置く学部又は短期大学若しくは高等専門学校に置く学科の収容定員充足率が
0.5倍以下の場合は認可しない旨の規定を新設。



（参考）収容定員充足率の取扱い

定員未充足定員超過

大学
短期大学

高等専門学校

高等
専門
学校

短期
大学

大学区分

開設年度 ※
4000人未満4000人以上大学規模

（収容定員）

100人未満100人以上
300人未満

300人以上学部規模
（入学定員）

ー1.15倍
未満

1.15倍
未満

1.15倍
未満

1.15倍
未満

1.10倍
未満

1.05倍
未満

収容定員
充足率令和６年度

0.5倍
超過

1.15倍
未満

1.15倍
未満

1.15倍
未満

1.15倍
未満

1.10倍
未満

1.05倍
未満

収容定員
充足率

令和７年度
以降

※ 設置者変更の認可申請を含む

②大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の
基準（告示）の改正



【令和５年２月 主な改正内容①】

1. 厳格な成績管理をしている場合の2年以内の修業年限超過者を除く扱いについて

大学等に関する学校教育法第４条第１項の認可申請に係る収容定員充足率の算定において、認可
告示第１条第２項に定める厳格な成績管理をした場合に５月１日現在の学生数から２年以内の修業
年限超過者を控除する取扱については、定員超過の場合のみの適用としました。

2. 設置後又は収容定員の変更後、完成年度までの算定について

学部等の設置後又は収容定員の変更後、完成年度を迎えていない学部等の収容定員充足率につい
ては、申請年度における各年次の入学定員及び編入学定員に相当する数の合計数を用いて、収容定
員充足率を算定することとしました。

例）申請年度において、設置後３年目の学部（修業年限４年，収容定員420人（入学定員100人，３年次編入学定員10人）
を設定している場合）の収容定員充足率

入学定員どおり学生が入学した場合、収容定員充足率は

310 / (    100 + 100 + 100     +      10     ) = 1.00 倍 となります。

Ａ＋１年度Ａ年度
（申請年度）

Ａ－１年度Ａ－２年度

100人100人100人100人入学定員

10人10人ーー編入学定員

420人310人200人100人学生数



【令和５年２月 主な改正内容②】

3. 新型コロナウイルス感染症対応により追試験等に合格した者の算定除外について

令和３～５年度の入学者のうち、新型コロナウイルス感染症の罹患や罹患が疑われるような場合
など、本来受験する予定であった日程での受験ができず、各大学等の定めた規定に基づく追試験等
に合格し入学した者について、定員超過における収容定員充足率の算定に当たっては、学生の数に
は含めないこととしました。

【令和５年６月頃改正予定の内容】

収容定員による審査基準の経過措置について

申請に係る大学に置く学部又は短期大学若しくは高等専門学校に置く学科において、一定の入学
定員の超過がある場合に、新たな学部等の設置等を認可しない認可基準における規定について、
「平均入学定員超過率」から「収容定員充足率」に変更したところですが、令和６年度学部設置等
の認可に当たっては、「平均入学定員超過率」または「収容定員充足率」のいずれかの基準を満た
していれば足りることとする予定です。詳細は以下ＵＲＬを参照してください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/shinsei.htm

※事前のお知らせ



認可申請書類の主な変更点

（１）基本計画書

収容定員充足率
・学部全体及び学科ごと※１、大学院については

研究科の専攻ごと※２に認可の申請をする年度
の５月１日現在の収容定員の数に対する学生
数の割合※３を記入してください（学生募集停
止を行った学部及び学科については記入不要
です）。

・完成年度を迎えていない学部等や学年進行中
の入学定員の増減がある学部等については、
「収容定員の充足状況」に従って作成してく
ださい。

※１ 短期大学については学科ごと（専攻課程を置く場
合は学科全体及び専攻課程ごと）

※２ 博士前期課程と博士後期課程を置く場合は課程ご
と

※３ 小数点以下第2位（第3位を切捨て）まで



認可申請書類の主な変更点

（２）収容定員の充足状況

収容定員充足率

・認可の申請を行う年度の５月１日現在の学生数を収容定
員数で割って算出してください（小数点以下第２位（第
３位を切捨て）まで）※１。

・修業年限超過学生を控除する場合には、上段に控除前の
学生数及び収容定員充足率を記載した上で、下段に控除
後の学生数及び収容定員充足率を≪≫を用いて記載して
ください。令和３～５年度の入学者のうち、新型コロナ
ウイルス感染症対応により追試験等に合格し入学した者
を、定員超過における収容定員充足率の算定から除外す
る場合も同様です。

・完成年度を迎えていない学部等や学年進行中の入学定員
の増減がある学部等については、申請年度における各年
次の入学定員及び編入学定員に相当する数の合計数を用
いて収容定員充足率を算定してください※２。

※１ 申請に係る大学、短期大学及び高等専門学校について作成。
大学院、専攻科、別科、募集停止を行った学部等（短期大学、
高等専門学校にあっては学科等。）については作成不要です。
ただし、大学院や大学院の研究科等の設置認可申請において
も、本資料の作成が必要であるため、御留意ください。

※２ 令和５年２月下旬改正内容の資料や大学の設置等に係る提出
書類の作成の手引を参照してください。

・修業年限を超えて在籍する学生のうち、修業年限を
超えて在籍する期間が２年以内の学生（海外の大学、
短期大学又は高等学校に留学した修業年限超過学生
については、修業年限を超える在籍期間が３年以内
のものの数）を控除して収容定員充足率を算出する
場合には、収容定員の充足状況を示した表に加えて、
上記の各成績管理等に係る取組の概要や公表方法に
ついて説明を記載してください。



令和７年度開設以降の「学生の確保の見通し等を
記載した書類」

○大学の設置等に係る提出書類の作成の手引のうち、「学生の確保の見通し等を記載
した書類」について、令和7年度以降開設の申請より変更を予定しています。
主な変更点は以下のとおりです。

 競合校設定に関する分析内容（新設組織との類似性、誰に訴求するか等）を具体的な観点を
示した上で、説明すること。

 競合校との類似性や新設組織の優位性等について説明すること。
競合校の設定・分析

 学校基本調査等のデータを用いて、どの都道府県からどの程度の大学等進学者が見込まれる
か分析の上、学生募集地域の妥当性を説明すること。

 アンケートにおいて５つの設問及び選択肢を指定し、それらのクロス集計結果による分析を
行うこと。

入学意向に関する
アンケート調査
（主に高校２年生を対象）

 学生募集のためのPR活動について、既設の組織で取り組んでいる場合はその実績を分析し、
新設組織で同様の取組を実施した場合に見込まれる入学者数について提示すること。学生確保の取組の

効果

 説明項目及び内容について、順序を変更。
 説明において提示するデータを明示した上で、その書式を統一。
（例） 新設組織が置かれる都道府県への入学状況

既設学科等の入学定員充足状況（直近５年間）
既設学科等の学生募集のためのPR活動の過去の実績 等

その他

【参考】

○詳細は以下URLを参照してください【学生の確保の見通し等を記載した書類（令和7年度開設対象）】
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/shinsei.htm



学部等の設置届出等について２



①学部等の届出設置が可能な条件について
〇届出設置については、１．「学位の種類」に変更がなく、かつ２．「学位の分野」に変更がないことが要件となっ

ています。

◆「学位の種類」とは
〇「学位の種類」とは「学士」、「修士」、「博士」等です

◆「学位の分野」とは
〇「学位の分野」とは、「文学関係」、「教育学・保育学関係」等で、大学設置の手引に掲載している文部科学省告示「学位の種類及

び分野の変更等に関する基準」の別表第一をご参照いただければと存じますが、学士、修士、博士においては、１９の分野、短期大
学士では、１５の分野が設けられています。

【例】

○学士、修士、博士

文学関係、教育学・保育関係、法学関係、経済学関係、社会学・社会福祉学関係、理学関係、工学関係、農学関係、獣医学関係、医
学関係、歯学関係、薬学関係、家政関係、美術関係、音楽関係、体育関係、保健衛生学関係（看護学関係）、保健衛生学関係（リハビ
リテーション関係）、保健衛生学関係（看護学関係及びリハビリテーション関係を除く。）

○「学位の分野」については、教育研究上の目的、養成する人材像やディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッショ
ン・ポリシー、教育課程の編成や教員組織の編制等を勘案し、それぞれの学位の種類のどれに該当するかが判断されます。

〇そのうち、教育課程の編成の観点においては、学科等の教育課程が複数の学問分野の授業科目で構成されている場合、「主となる」
分野が「学位の分野」として判断されます。「主となる」分野は、単に授業科目数や単位数等だけではなく、教育研究上の目的、養
成する人材像やディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーも含めて判断されます。そのため、
「主となる」分野が、複数存在することもありえます。

◆「学位の種類」に変更がないとは
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◆「学位の分野」に変更がないとは

 

（例１） 

【■▲大学】           【■▲大学】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文学部人文学科 

【文学関係】 

文学部英語英文学科 
【文学関係】 

工学部電気電子工学科 

【工学関係】 

文化社会学部文化社会学科 
【文学関係／社会学・社会福祉学関係】 

※「文学関係」からは「文学関係」のみの学部等の場合、届出による設
置が可能

※既設の学科等が複数の「学位の分野」を持っており、新設の学科等ではそ
のうちの一部の「学位の分野」しかない場合でも、届出での設置が可能。

 

（例３） 

【■▲大学】           【■▲大学】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文学部人文学科 

【文学関係】 

文学部英語英文学科 

【文学関係】 

工学部電気電子工学科 

【工学関係】 

現代社会学部現代社会学科 

【社会学・社会福祉学関係】 
文化社会学部文化社会学科 

【文学関係／社会学・社会福祉学関係】 

※構成分野が複数に跨り、それぞれの学位の分野が特定でき、それぞれ
の分野の学位を授与するものとして適当と認められる場合は、いずれ
も主となる「学位の分野」として取り扱う。このとき、大学全体とし
て授与する学位の分野が増える場合には届出設置は認められない。

 

（例４） 

【■▲大学】           【■▲大学】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護学部看護学科 

【保健衛生学関係（看護学関係】 

保健医療学部作業療法学科 
【保健衛生学関係 

    （リハビリテーション関係】 

保健医療学部歯科医療学科 
【保健衛生学関係（看護学関係及びリハビリ

テーション関係を除く。）】 

※保健衛生学分野においては、看護師養成等の目的を踏まえて、複数の「学
位の分野」が存在する。そのため、保健衛生学分野の学科として「看護学
科」しか存在しない大学等が、作業療法学科等を届出で設置することはで
きない。

 

（例２） 

【■▲大学】           【■▲大学】 

 

 

 

 

 

 

 

 

文学部地域文化学科 

【文学関係／社会学・社

会福祉学関係】 

文学部国際文化学科 
【文学関係】（※主となる分野） 

（【社会学・社会福祉学関係】は主たる分野と

は言えない。） 



②「学位の分野」の判断について
〇「学位の分野」については、教育研究上の目的、養成する人材像やディプロマ・ポリシー、カリキュラム・

ポリシー、アドミッション・ポリシー、教育課程の編成や教員組織の編制等を勘案し、総合的に判断されま
す。

〇したがって、単に教育課程に占める授業科目数又は単位数の割合等のみで判断されるわけではありません。

〇これらの判断にあたっては、専門的な知見等が求められることから、届出設置に先立って、大学設置・学校
法人審議会大学設置分科会運営委員会の「事前相談」を受審するよう、お願いします。

〇また、「学位の分野」については、様々な事項の総合的判断を踏まえた判定となるため、事前相談時から計
画変更があった場合は、事前相談の結果は原則として無効になります。そのため、変更があった場合は再度
事前相談が必要になることも考えられますので、確定した情報で事前相談を受審することをお勧めします。

③「事前相談」について
〇「事前相談」の相談可能事項は以下のとおりです。

①教員審査の省略に該当するか※１ 、②届出設置の要件に該当するか※２、③名称変更の要件に該当するか※３

※１ 既設の大学等を廃止し、その職員組織等を基に大学等を設置する場合で、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教
員組織の編制及び教育課程の編成等が同等である場合等に該当。

※２ 学部等の設置で、当該大学が授与する学位の種類及び分野に変更がない場合に該当。

※３ 教育課程や教員組織の変更を伴わない、いわゆる「看板の掛け替え」の場合に該当。

上記に該当すると考えている場合は、届出のスケジュール等を考慮した上で適切なタイミングで事前相談
を受審してください。

○詳細は右記URLを参照してください。 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/1246441.htm



④学部等の設置の届出について
〇「事前相談」を受審した結果、「届出設置可」と判定された学部等については、開設前年度の所定の期間中

に届出の手続を行うことが可能です。

（参考）https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/1368694.htm

〇なお、届出内容に法令に規定する内容に適合しない内容がある場合は、学校教育法第4条第3項に定める「措
置命令」の対象となります。対象となる場合は、届出の受付から60日以内に「措置命令」 を行います。

〇「措置命令」の対象になるのは、届出学部等だけでなく、既設の学部等も含まれますので、例えば、校地・
校舎の面積や必要基幹（専任）教員数等の各項目について、大学全体で問題ないか、届出前に必ず確認して
ください。

⑤令和４年度大学設置基準等の改正に伴う書類作成の
変更点について
〇大学設置基準等の改正に伴う届出書類作成については、「①認可申請書類等の作成方法に係る主な変更

点」における説明と同様ですので、御留意ください。



設置計画履行状況等調査について３



【調査方法】

大学の設置等の認可や届出の後において、原則として、完成年度までの間、認可時の附帯事項への対応状況、学生の入学
状況及び教員の就任状況など設置計画の履行状況等についての調査を行い、その状況に応じて必要な指導・助言を行うこと
により、設置計画の確実な履行を担保することを目的とする。調査については大学設置・学校法人審議会大学設置分科会に
設けられた設置計画履行状況等調査委員会において、専門的な見地から実施。

書面調査

面接調査実地調査

調査期間
５月～１月頃

※必要に応じて実施

調査対象校に対して「設置計画履行状況報告書」の提出を求め、認可時の附
帯事項への対応状況、学生の入学状況及び教員の就任状況、授業科目の開
設状況など設置計画の履行状況等について書面で確認

次年度の「設置計画履行状況報告書」（5月）において、指摘事項に対する対応状況を確認

・指摘事項（法令違反）を受け、行政指導によっても対応がなされていない場合、設置認可のスキームではなく、学校教育法第１５条による対応（①勧告、②変更命
令、③廃止命令）を行うことができる。
・指摘事項（法令違反）・指摘事項（是正）を受け、正当な理由なく、次年度の調査において対応がなされていないと認められる場合、「設置計画の履行の状況が著し
く不適当」と認定し、新たな学部等の設置や収容定員増の認可をしない。

指摘事項（法令違反）

法令違反と認められる事項があり、設置者
にその是正を求める事項

指摘事項（是正）

計画が適切に履行されておらず、確実な
履行を求める事項があり、設置者にその
対応を求める事項

指摘事項（改善）

充実や改善が望まれる事項があり、設置
者に対して充実等を要望する事項

調査結果に応じて、指摘事項を通知、3月に公表 ※結果については、
認証評価団体等に
も同時に通知。

（参考）設置計画履行状況等調査※1について
※１ 設置計画履行状況等調査（通称：アフターケア（AC））



○令和５年度より、報告年度の５月１日を基準日とし、適用している大学設置基準等に応じて、AC報告
書を作成してください。

（１）設置計画履行状況報告書（AC報告書）について

 改正前大学設置基準に基づき、認可又は届出により学部等を設
置した後、報告年度の５月１日時点で改正後大学設置基準（令
和４年10月１日施行）を適用している場合。

 改正後大学設置基準（令和４年10月１日施行）に基づき、認
可又は届出により学部等を設置している場合。

改正後大学設置基準適用様式改正前大学設置基準適用様式

 改正前大学設置基準に基づき、認可又は届出により設置し
た学部等であり、報告年度の５月１日時点で、改正前大学
設置基準を適用している場合。

「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」（平成15年３月文部科学省告示第45条）
第二条 文部科学大臣は、大学等に関する法第四条第一項の認可の申請を審査する場合 において、大学等に関する法第四条第一項の認可の申請を行った者

（以下「認可申請 者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可をしないものとする。
一～二（略）
三 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（平成十八年文 部科学省令第十二号）第十三条に規定する設置計画の履行の状況が

著しく不適当と認められる大学等を設置する者

 毎年度、最新の様式を用いて報告書を作成。異なる年度の様
式を用いて報告書を作成した場合などは、短期間で改めて報
告書の作成を依頼する場合があるので注意してください。

 改正前大学設置基準から改正後大学設置基準に移行する場合、
必ず、大学等の全部の学部等において一斉に改正後大学設置
基準を適用する必要があるため、同一大学内で複数学部等が
AC対象である場合、使用する報告書の様式は混在しません。

 報告書の様式は、例年３月末～４月上旬頃、文部科学省ホー
ムページに掲載するとともに、調査対象大学等には別途、報
告書の作成及び提出を依頼します。

 報告書は「認可申請書」や「設置届出書」と同様、事実に即
して正確に記してください。履行状況が不明確な場合、面接
調査や実地調査などの追加調査の対象となる場合があるので、
「附帯事項への対応状況」などについて、具体的かつ明確に
記載してください。

報告書作成に当たっての留意事項

○調査の結果、設置計画の履行状況が著しく不適当と認められる場合、「大学、短期大学及び高等専門
学校の設置等に係る認可の基準」（平成15年３月文部科学省告示第45条）第２条第３号に該当する旨
の判定を行う場合があるので、設置計画の履行及び報告書の作成に当たっては留意してください。

※認可又は届出時の附帯事項やACの指摘事項に対応するため、教育研究活動をより充実させるためなど、明確で合理的な理由がある場合には、設置計画を変更することは可能です。

※改正前大学設置基準に基づき、認可又は届出により学部等を設置した場合であっても、報告年度の５月１日時点
で改正後大学設置基準に移行している場合には、「改正後大学設置基準適用様式」により作成してください。



（２）基幹（専任）教員採用等設置計画変更書（AC教員審査）について

※改正後大学設置基準の適用にあたり、兼担・兼任教員が新たに「基幹教員」になる場合や「基幹教員」として担当授業科目を
追加する場合、「基幹教員」として担当授業科目の内容を変更するなど、ＡＣ教員審査の受審を求めていた事由が発生する
場合は、ＡＣ教員審査を受審する必要があります。

※申請日現在、改正前大学設置基準等を適用している場合であっても、基幹教員として新たに就任するなど、
改正後大学設置基準等に移行することが明らかな場合には、「改正後大学設置基準適用様式」により作成してください。

○改正前大学設置基準等に基づいて認可を受けて設置された学部等が、改正後大学設置基準等への適用
のため、大学が基幹教員の要件を満たすと判断した「専任教員」を「基幹教員」とする場合は、AC教
員審査を受審する必要はない扱いとします。

○AC報告書と同様、適用している大学設置基準等に応じて、申請書を作成してください。

 改正前大学設置基準に基づき、認可又は届出により学部等を設
置した後、改正後大学設置基準（令和４年10月１日施行）を
適用している場合。

 改正後大学設置基準（令和４年10月１日施行）に基づき、認
可又は届出により学部等を設置している場合。

改正後大学設置基準適用様式改正前大学設置基準用適用様式

 改正前大学設置基準に基づき、認可又は届出により設置し
た学部等であり、報告年度の５月１日時点で、改正前大学
設置基準を適用している場合。

 毎回、最新の様式を用いて申請書を作成してください。
 最新の様式でない場合や提出書類が作成要領に則っていない場合、判定を「保留」とする場合があります。

（参考：よくある記載間違い）
・就任承諾書の担当授業科目の記載漏れや授業科目名の誤り。
・審査対象教員一覧（AC教員審査）における「前判定」の記入漏れ。
・受審する授業科目の専攻分野と専門委員会の専攻分野の不一致。

申請書作成に関する留意事項



（３）建築等設置計画変更書について

○認可又は届出時（いずれも収容定員に係る学則変更は除く）の校舎等建物に係る計画変更（校舎又は体育館の総面積
の減少、建築計画の遅延）が生じた場合には、計画を変更しようとする年度の前年度の４月１日か
ら12月31日までに提出が必要となりますが、改正前大学設置基準等に基づき開設した学部等が、
AC期間中に改正後大学設置基準等に移行した場合、「体育館の総面積の減少」による変更書の提
出は不要です。

（４）完成年度において指摘事項が付された場合の取扱いについて

○AC対象期間は原則として完成年度までとなりますが、完成年度において指摘事項が付された場合
で、かつ、当該指摘事項について翌年度以降も対応状況の確認を要すると認められた場合には、
完成年度を越えて、AC対象となりますので御留意ください。

 変更書の提出の遅延や提出を失念しているケースが多発しているので、御注意ください。
 年度中に計画を変更する場合は、速やかに大学設置室まで連絡してください。
 改正前設置基準を適用している場合は、引き続き「体育館の総面積の減少」について変更書

の提出が必要です。

変更書提出に当たっての留意事項

※完成年度を越えてAC対象となった場合、付された指摘事項に対して十分な対応がなされている場合には調査を終了します。


